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１．日本年金機構の基本理念

○日本年金機構は、日本年金機構法第２条第１項に示された基本理念に基づき、効率的かつ
効果的な事業運営を行う。

【参考】日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）

（基本理念等）
第２条 日本年金機構は、その業務運営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づ

き国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年
金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務運
営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

日本年金機構法に掲げられた基本理念

一 国民の信頼

二 国民の意見の反映

三 サービスの質の向上

四 業務運営の効率化

五 公正性及び透明性の確保
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２．新しい組織作りの視点

○日本年金機構は、非公務員型の公法人としたメリットを生かすとともに、これまでの社会保険庁を
めぐる諸問題の背景となった組織構造問題を一掃する。

２．非公務員型の公法人に移行す
るメリットを活かす

３．これまでの社会保険庁をめぐる

諸問題の背景となった組織構造

を一掃する

＜視点＞ ＜組織＞

固定的な三層構造の一掃

監査機能の強化、厚生労働大臣の監督

ＩＴガバナンスの強化

計画的な人材育成

【年金記録問題検証委員会報告書より】

・「社会保険庁は、三層構造に伴う問題、職員団体の問
題、地方事務官制度に係る問題等の結果、組織として
のガバナンスが決定的に欠如していた。」

・「人事政策や人材育成上の取組が不十分であった。」

・「地方組織は都道府県ごとの過度の独自性を主張し、
全国統一的な業務処理の視点が欠けていた。」

中央からのガバナンスの強化
（本部機能の強化）

意欲と能力のある職員の採用

能力・実績本位の人事・給与体系

広域人事

国民の意見を反映する仕組み

＜人材＞

１．国から委任・委託された事務を
適正に執行する。



3

３．中央からのガバナンスの強化（本部機能の強化）

○社会保険庁では、本庁による業務管理が不十分であった組織構造を背景として、多くの問題が発生
したことから、日本年金機構では、本部機能を強化し、ガバナンスを強化

従来の社会保険庁 日本年金機構

職員が少なく、多くの
問題に対応する管理
機能が十分働かない

対人・事務処理を含めたさまざまな
業務を独自の工夫をしながら処理

都道府県単位のため職員が多く、
事務所指導も統一的でない

【内部統制が不十分】

中央
組織

中間
組織

現場
組織

【内部統制のとれた組織】

・事業所調査、強制徴収、
年金相談などの対人業務
に集中

・中間管理部門をスリム化
・事務処理を集約化

・本部機能
を強化

新

本庁

社会保険事務局（４７）

社会保険事務所（３１２） 年金事務所（３１２）

ブロック本部（９程度）

本部
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４．ブロック本部の役割

ブロック本部は、次の２つの機能を持つ
①中央本部からの統括管理（組織管理、業務管理）を、各年金事務所に徹底、浸透させる機能
②ブロック単位で集約処理する集約事務センターの機能（全国集約では規模が大きすぎるもの）

※ブロックは、現在、都道府県単位の社会保険事務局を９つのブロック（北海道、東北、北関東信越、南関東、中部、近畿、中国、
四国、九州）に分けて管理をしている区分を想定。

ブ
ロ
ッ
ク
本
部

年
金
事
務
所

統括管理

事業実施

適用調査 保険料徴収
年金窓口相談

届書等の窓口受理

監査機能

監査

監査ス
タッフを
ブロック
本部に
駐在

本

部

地域に密着した
対人業務に集中

システム管理
全国一括業務
電話センター

事業実施機能

集約事務
センター

事業実施機能

人事・組織・
定員管理

経 理

人事（一定以下）
定員管理（枠内）

経 理
(一定以下）

経営
企画

目標設定
実績評価

業務企画
業務標準化

ブロックの
目標設定

現場業務の
管理・支援

本部への
改善提案

全国統一の効率
的、効果的で正
確な業務を企画

業務管理機能組織管理機能

現場業務の
指導や支援
を徹底

業務を集約
化し効率的
処理を徹底

人事評価や
人材育成を
徹底

人事評価や
人材育成を
徹底
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５．国民の意見を反映する仕組み

○日本年金機構は、様々なチャンネルを通じて、被保険者、事業主、年金給付の受給権者その他の
関係者の意見を機構の業務運営に反映させていく。

運営
評議会

【参考】日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）
（被保険者等の意見の反映）

第２８条 機構は、第二条第一項の趣旨を踏まえ、被保険
者、事業主、年金給付の受給権者その他の関係者の意
見を機構の業務運営に反映させるために必要な措置を
講じなければならない。

理事会

理事長１
副理事長１
理事７

非常勤理事４

日本年金機構

被保険者、事業主、受給権者
その他の関係者の意見を反映

常勤理事は、執行役員であり、
トップリーダーとして、各部門を
統率する

非常勤理事は、株式会社でいえ
ば、社外取締役のような存在。外
部の目で意思決定機能を強化

・お客様満足度調査
・ホームページ等でご意見･ご要望の受付
・現場窓口での苦情をお客様の声として集約 等

厚生労働大臣

中期目標の決定や、中期
及び年度の実績評価を行
う際は、大臣は、社会保
障審議会に諮問

社会保障
審議会



6

６．ＩＴガバナンスの強化

○年金記録の管理、年金給付の事務等を処理する社会保険オンラインシステムについては、
・公的年金の管理運営責任を担う国（厚生労働省）が、保有・契約し、開発の統括管理を行う。
・事務の効率的かつ確実な処理を担う日本年金機構が、開発管理の実務や、運用を行う。

○両者ともに、ＩＴガバナンスの専門人材（システム及び業務の両面に精通）を確保する。

○予算要求、基本計画、実施計画にわたって、両者が参画するシステム開発委員会で協議決定。

○年金の管理運営責任を果たすため、システムの保有
と開発契約の主体となり、予算を計上し、開発からシ
ステム監査までの統括管理を行う。

○制度改正に係るシステム企画は､国が中心となる。

○効率的・効果的で適正な事務処理を担う責任を果た
すため、システムの開発・管理・運用を担う。

○このため、高度の専門人材を確保する。

○業務改善に係るシステム企画は､機構が中心となる。

システムの保有・開発契約 システムの運用システムの開発・管理

システム開発委員会

予算要求、基本計画、
実施計画を協議し決定

※ＣＩＯ ＝ Chief  Information  Officer （情報化統括責任者）

※国と機構の間で専門人材の人事交流、 国のシステム担当課室職員を機構のシステム担当部門庁舎に常駐、等の密接な連携。

※国の統括管理の下で、委員会の協議による計画決定の範囲で、細部の実務は機構に委任。

統括管理 実 務

ＣＩＯ（高度な専門家である
システム担当理事）

ＰＪＭＯ（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｵﾌｨｽ)
機構本部のシステム担当部門

ＣＩＯ（大臣官房長）、年金局責任者

ＣＩＯ補佐官（外部専門家）

ＰＪＭＯ（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｵﾌｨｽ)
年金事業管理部門のシステム担当課室
※システム監査には定期的な外部監査も活用

厚生労働省
（年金の管理運営責任）

日本年金機構
（一連の業務運営）
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７．監査機能の強化

日本年金機構については、以下のような多重的・多角的な監査を行い、監査機能を強化する。

①公的年金に係る財政責任・管理責任を負う厚生労働省による監査
②機構においては、監事や内部監査部門による監査、会計監査人の監査
③会計検査院による会計監査、総務省による行政評価・監視

法令遵守を推進するとともに、情報公開、国民の意見、通報制度など、透明性の高い運営を行う。

日本年金機構

本部

年金事務所

ブロック本部

監事
財務・業務を監査
し、財務諸表等の
大臣への提出の
際に意見を付記
（外部人材を想定）

内部監査部門

機構本部に監査部
門を設け、監査ス
タッフをブロック
本部に駐在

会計検査院

国の収入支出の
決算検査等

総務省
(行政評価局)

行政評価・監視

会計監査人

財務諸表、事業・
決算報告書の監査
（外部監査）

厚生労働省
（年金局）

公的年金の管理運
営責任に基づく監査

厚生労働大臣が
公認会計士又は
監査法人から選任

理事長
・

理事会

情報公開、 国民の意見、 内部通報・外部通報

コンプラ
イアンス

(法令遵守)
推進組織
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８．固定的な三層構造の一掃と、優秀な人材の登用

○従来の固定的な三層構造を一掃し、企画立案、業務管理を担う優秀な人材を内外から積極登用。

○経営管理、組織・ＩＴガバナンス、監査機能の強化等社会保険庁職員からの採用だけでは得難い
能力・経験を有する者については、民間からの採用を積極的に進める。

○正規職員・有期雇用・外部委託（派遣・委託・個人委託）など、特性に合わせた人材活用を図る。

約30人 本省Ⅰ種職員

本庁採用者
約１０００人

地方採用者

約１６０００人

企画立案、業務
管理を担う人材

地域で専門業務
を担う人材

・内外から優秀な人材を登用

・適用、徴収、給付の専門分野の熟達
者として人材育成機構の職員として

ふさわしくない者が
そのまま漫然と採用
されることはない

新

非常勤職員 約１１０００人

外部委託 約 ５０００人

有期雇用職員、パート職員、

派遣職員、業務委託、個人委託

固定的な
三層構造

能力・適性等により
優秀な人材を積極登
用し、本部と地方の
人事異動を推進し、
階層問題を一掃

多様な人材活用
の仕組み

若手の頃から
の人事交流

制度立案と管理運
営責任を担う国と、
一連の事務を担う
機構の密接な連携
を確保

社会保険庁 日本年金機構
民間

厚
生
労
働
省
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○年功序列的でない給与体系
・等級が上がらなくても、年功で号俸が上がれ

ば給与が高くなる、いう仕組みはとらない

○降格・降給がある仕組み
・重要な役職に就けば給与も上がり、外れれば

下がる

○メリハリのある給与
･人事評価に基づく賞与、勤勉手当、昇給の査

定幅を大きくし、モチベーションを高める

・全体の給与総額は公務員と同程度の水準だが、
メリハリを大きくすることで能力と努力に報いる

○人材育成の視点に立った制度設計
・社会保険労務士や、内部資格を取得した場合は
昇格・昇給を有利にするなど、自己研鑽のインセ
ンティブを組み込む

９．メリハリの効いた人事・給与体系、広域人事等

○人事評価に基づく能力と実績によるメリハリの効いた人事・給与体系を導入し、能力と実績に報
いることで、内外から優秀な人材を集めるとともに、職員のインセンティブを高める。

○採用区分による固定的な人事を廃し、
能力と適性に応じた人事

○年功序列や横並びを廃し、能力と意欲
のある職員のみを管理職に抜擢

○キャリアパス
・幹部人材の育成
・専門分野のスペシャリストの育成

○広域人事
・管理者や将来の幹部の養成
・都道府県単位の人事を排した一体化

○定年と再雇用
・意欲と能力に応じ、高年齢者雇用安定法
による６５歳までの雇用延長（再雇用）

人事政策 給与体系
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１０．計画的な人材育成

○組織が力を発揮できるかどうかは、いかにして、人材力を高められるかが鍵であり、業務内容・経
験を踏まえた計画的な人材育成を行うことにより、組織に必要な人材の確保を図る。

企画立案、
業務管理を
担う人材

地域で専門
業務を担う
人材

○本部とブロック本部の組織管理・業務管理や、事務所の中核職員としての
現場管理を、全国転勤をしながら、担っていく。

○システム管理等の専門人材の育成

組織管理・業務管理を担う。企画能力・管理能力を育成

若いうちに幅広い分野の業務に従事させた上で、
各分野の専門家として業務を担う熟達者として育成

役員
本部の幹部
ブロック本部の幹部
事務所長

幹部職員への登用

「適用・調査」
「保険料徴収」
「年金給付」

のプロフェッショナル
として業務を牽引

専門分野の熟達者

年金制度と実務に精通し、
適用業務・事業所調査を
行うプロフェッショナル

適用・調査適用・調査

年金制度と実務に精通し、
年金受給権の審査を適正
に行うプロフェッショナル

国税徴収法等の徴収関係法令に
精通し、適正な保険料徴収を行う
プロフェッショナル

初任者
研修

Ｅラーニング
（通信研修）

保険料の徴収保険料の徴収

年金給付（審査・相談）年金給付（審査・相談）

中堅職員専門
実務研修

管理職研修
社会保険労務士の資格
取得を目指した研修

能力・適性等に応じた配置転換や人材登用

内部資格制度
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※公的年金の財政責任・運営責任は 厚生労働本省

※保険医療機関の指導監督等は 地方厚生局

※悪質な滞納者の強制徴収は 国税庁 へ委任可能

これにより・・・・・

２．「サービス」が変わる１．「職員」が変わる ３．「仕事の仕方」が変わる

新しい２つの法人の職員は、
公務員ではなく民間です。
能力と実績に基づく人事管理
で職員の意識改革を徹底します。

親切でわかりやすいお知らせ、
電話相談やインターネットでの
情報提供など、サービスの向上
を徹底します。

旧式のコンピューターシステムの
刷新、各種のチェックの仕組み、
事務処理の集約化、外部委託化な
ど、事業の適正かつ効率的な実施
を徹底します。

【現在】

【新組織】

公的年金の運営業務を担います。

（適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付等）（平成２２年１月）

健康保険事業を担います。

（中小企業で働く被用者の方）（平成２０年１０月）

新

新

※ 民間企業等 への委託を推進

（参考１）社会保険庁の廃止と、非公務員型の２つの新法人の設立

【国が担う業務】

日本年金機構

全国健康保険協会

社会保険庁
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（参考２）日本年金機構の位置づけ

民
間
事
業
者
等

一連の業務運営
を委任・委託

年度計画等認可
実績評価、監察 等

適用徴収

記録管理・審査

年金給付

・事業所調査、職権適用
・納付督励、強制徴収

・年金相談
・届出・申請の受付

業務の外部委託を
積極的に推進

事
業
主
・
被
保
険
者
等

保険料

年金給付

悪質な滞納者の強制徴収 は国税庁へ委任できる

各種通知書

届書・

申請書

年
金
特
別
会
計

金

融

機

関

口

座

振

替

日
本
銀
行

・情報の提供、訂正
・年金裁定等の審査

保険料や年金給付は、国と金融機関
口座の間で直接に納付・支払

記録管理や年金裁定等の審査
は、主に本部とブロックの事
務センターで行い、
年金事務所でも、適用徴収と
年金給付の担当部門を分ける

・財政責任、管理運営責任

オンライン
システム

本部

地方ブロック本部

年金事務所
（３１２か所）

○公的年金については、国が財政責任・管理運営責任を負いつつ、一連の業務運営を日本年金機構
（非公務員型の公法人）に委任・委託

国（厚生労働省）

日本年金機構 （非公務員）
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